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制定 平成２４年 ６月１４日

役員退職手当規程

（総 則）

第１条 一般財団法人製造科学技術センター（以下「本財団」という。）に常勤する役員

（以下「役員」という。）に対する退職手当の支給については、この規程に定めるとこ

ろによる。

（退職手当の支給基準）

第２条 本財団の役員が退職したときは、退職手当を支給する。ただし、役員が定款第３

２条の規定により解任されたとき（役員が心身の故障により解任された場合を除く。）

は、その者に対しては退職手当を支給しない。

2 役員が任期満了の日又はその翌日において再び役員に任命されたときは、その者に対

する退職手当の支給については引き続き在職したものとみなす。

（退職手当の額）

第３条 役員に対する退職手当の額は、退職時におけるその者の本俸月額の１００分の２

８に相当する額に在職月数を乗じて得た額とする。

（在職期間の計算）

第４条 在職期間の月数の計算については、任命の日から起算し、暦に従って計算する。

2 前項の規定により計算した在職期間に１月に満たない端数が生じたときは、１月とす

る。

（退職手当の支給対象）

第５条 退職手当は、退職した当該役員（その者が死亡により退職したときは、その者の

遺族）に対して支給する。

2 前項の遺族の範囲及び支給順位については、次によるものとする。

(1)当該役員が遺言又はあらかじめ書面をもって本財団に対し退職手当の受給者を指定し

たときは、その指定された者に対して退職手当を支給する。

(2)前号以外の場合は、労働基準法施行規則第４２条から第４５条までの規定に準じて退

職手当を支給する。

（遺族の受給資格証明）

第６条 遺族が退職手当の支給を受けるときは、住民登録謄本等遺族である事実を証明す

る書類を提出しなければならない。

（退職手当の支給）

第７条 退職手当は、所得税その他法令等により控除すべき額を控除し、その残額を特別

の事由のある場合を除き、支給事由の発生した日から１月以内に支給する。

（端数の処理）

第８条 退職手当の計算の結果１００円未満の端数が生じたときは、これを１００円に切

り上げるものとする。
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附 則 １

この規程は、平成２４年６月１４日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。

附 則 ２

旧財団法人製造科学技術センター（以下「旧財団」という。）から継続して任命されてい

る役員の在職期間については最初の任命の日から通算する。

附 則 ３

本財団または旧財団の都合により、本俸月額が削減された場合（懲戒処分による場合を除

く）においては、第３条の規定にかかわらず、次の金額の合計を退職手当の額とする。

(1)本俸月額が削減される直前の月末に退職するとした場合の退職手当の額

(2)改訂後の本俸月額で計算した月毎の退職手当の積み増し額


